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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
得ようとする化合物を構成する陽イオンを含む原料溶液と、得ようとする化合物を構成す
る陰イオンを含む原料溶液とを、それぞれ超音波照射により霧化させ、発生した霧の流れ
である流束を、反応場としての空間において衝突させ、生成した液滴をろ過、乾燥させる
、微小粉からなる化合物の製造方法であって、前記陽イオンがカルシウムイオン、前記陰
イオンが炭酸イオン又は水酸化物イオン、前記得ようとする化合物が炭酸カルシウム又は
水酸化カルシウムであることを特徴とする化合物の製造方法。
【請求項２】
アルコールまたはアルコール水溶液を超音波照射により霧化することにより発生した流束
を反応場としての空間に供給することを特徴とする請求項１に記載の化合物の製造方法。
【請求項３】
前記得ようとする化合物が、ＣａＣＯ３・０．５Ｈ２Ｏで表される非晶質炭酸カルシウム
であることを特徴とする請求項１または２に記載の化合物の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粒径が２０～１００ｎｍ程度の微小粉体、例えば非晶質炭酸カルシウムなど
、微小粉体からなる化合物の製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　超音波は人の高周波側の可聴領域を超える音波であるが、２０～１００ｋＨｚの超音波
を溶液中に照射することで溶液内を高エネルギーの反応場とすることが、換言すれば液体
に対して特殊な環境を発現させることができる。図１は、低周波超音波と高周波超音波を
液体に印加した際の効果を示すもので、周波数が２０～１００ｋＨｚの低周波超音波を印
加するとキャビテーションの発生により、高温、高圧の反応場が生じ、分散、攪拌作用に
よる反応時間の短縮、粒子のナノサイズ化を実現できること（Ａ）、周波数が１．５～２
．４ＭＨｚの高周波超音波を印加するとキャピラリ波の発生及び溶液の霧化が生じ、それ
により、周波数の変化で液滴径を変化させ得ること、界面活性剤の効果が増大すること、
懸濁液の霧化が可能になること（Ｂ）を模式的に示している。
【０００３】
　図１（Ａ）の方法による結晶粒子の合成の例としては、液－液反応時に、または、水酸
化カルシウム懸濁液に炭酸ガスを吹き込む際に、周波数２０～１００ｋＨｚの超音波照射
を行うことにより、超音波を照射せずに合成した場合に比べて極めて微細な、ナノサイズ
の炭酸カルシウムが合成できることが知られている。
　ところがこの方法では、炭酸カルシウムなどの反応溶媒に対する溶解度が比較的小さい
カルシウム化合物の場合は、微細な粒子が合成できるが、水酸化カルシウム、ニ水セッコ
ウなどの反応溶媒に対する溶解度が高いカルシウム化合物の場合は、合成時に超音波を照
射しても微細な粒子を合成することはできなかった。
【０００４】
　図１（Ｂ）のように、溶液に１．５～２．４ＭＨｚ程度の高周波超音波を照射すると水
柱が発生して、そこから微細な水滴が放出される。この現象を霧化と呼び、この現象を利
用しているのが超音波加湿器である。この霧化により生成した液滴の粒径は数μｍ程度、
通常３μｍ以下である。例えば、０．０１ｍｏｌ・ｄｍ－３の塩化カルシウム水溶液を霧
化して液滴を生成した場合、液滴の粒径が１μｍだと、この液滴中にはカルシウムイオン
が６．０２×１０６個含まれていることになる。さらに液滴の粒径が１０ｎｍだと、この
中にカルシウムイオンは６個存在することになる。これを図２に示す。
【０００５】
　このような霧化により生成した小さな液滴を反応場として利用できれば、非常に微細な
粒子を容易に合成することが可能となる。これまで、超音波霧化を用いた合成のほとんど
は霧化された液滴を加熱乾燥あるいは加熱分解する噴霧乾燥反応であったが、霧化液滴同
士の接触反応による結晶生成は報告されていない。
【０００６】
　特許文献１には、ＳｉＯ2ゾルのアルコール溶液と、ガラス形成元素を含む化合物の水
溶液との混合溶液を霧化させ、生成した微細な液滴を熱分解して、微細なガラス粉末を製
造する方法が開示されている。しかしながら、特許文献１の方法は、ガラスの原料を予め
混合して単一の溶液とし、これを霧化させるものであって、得ようとする化合物を構成す
る陽イオンを含有する原料溶液と、得ようとする化合物を構成する陰イオンを含有する原
料溶液をそれぞれ独立して超音波発生器において霧化させ、霧化により生成する各原料溶
液の液滴を、反応場としての空間中において、相互に衝突させること、すなわち、霧化液
滴同士の接触反応を開示するものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１２４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、超音波霧化により生成した液滴同士の接触反応を用いた化合物の合成方法を
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提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明のうち請求項１にかかるものは、得ようとする化合物を構成する陽イオンを含む原
料溶液と、得ようとする化合物を構成する陰イオンを含む原料溶液とを、それぞれ超音波
照射により霧化させ、発生した霧の流れである流束を、反応場としての空間において衝突
させ、生成した液滴をろ過、乾燥させる、微小粉からなる化合物の製造方法であって、陽
イオンがカルシウムイオン、陰イオンが炭酸イオン又は水酸化物イオン、得ようとする化
合物が炭酸カルシウム又は水酸化カルシウムであることを特徴とする。
 
【００１１】
本発明のうち請求項２にかかるものは、請求項１の化合物の製造方法において、アルコー
ルまたはアルコール水溶液を超音波照射により霧化することにより発生した流束を反応場
としての空間に供給することを特徴とする。
【００１３】
本発明のうち請求項３にかかるものは、請求項１の化合物の製造方法において、得ようと
する化合物が、ＣａＣＯ３・０．５Ｈ２Ｏで表される非晶質炭酸カルシウムであることを
特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、粒径２０～１００ｎｍ程度の微小粉体を簡単に製造することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】低周波超音波と高周波超音波を液体に印加した際の効果を示す図
【図２】霧化による水溶液の液滴化を示す図
【図３】霧化合成のための簡単な装置概略を示す図
【図４】図３に示した霧化合成の作用のフローチャート
【図５】水溶液濃度を変化させることにより得られる生成物のＸ線回折図
【図６】非晶質炭酸カルシウムの熱分析（ＴＧ－ＤＴＡ）曲線を示す図
【図７】生成物の比表面積に及ぼす水溶液濃度の影響を示す図
【図８】反応時間を変化させて本実施例装置により得た炭酸カルシウムのＸ線回折図
【図９】本実施例装置により得た炭酸カルシウムの結晶性に及ぼす時間と溶液温度の影響
を示す図
【図１０】室温および冷却環境で得た炭酸カルシウムの走査型電子顕微鏡写真を示す図
【図１１】水酸化カルシウムについて図３に示す装置により霧化合成するフローチャート
【図１２】霧化により合成して得られる水酸化カルシウムの生成物に関し、反応時間を変
化して得られる水酸化カルシウムのＸ線回折図
【図１３】本実施例装置に基づき、霧化により合成する水酸化カルシウム生成物に関し、
反応時間を変化させた状態が及ぼす生成物の比表面積を示す図
【図１４】本実施例装置に基づき、霧化により合成する水酸化カルシウム生成物に関し、
反応時間を変化させた状態が及ぼす生成物中の水酸化カルシウムの割合を示す図
【図１５】本実施例装置に基づき、霧化により合成する水酸化カルシウム生成物に関し、
反応時間を変化させた状態が及ぼす生成物の割合計算後の比表面積を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に係る微小粉体を製造する方法の実施形態を説明する。
【００１９】
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　本発明は、得ようとする化合物を構成する陽イオンを含む原料溶液と、得ようとする化
合物を構成する陰イオンを含む原料溶液とを、それぞれ超音波照射により霧化させること
で、霧状の細かい液滴とし、発生した霧の流れ、すなわち流束を、反応場となる空間にお
いて相互に衝突させる状態で混流させ、陽イオンと陰イオンの細かい霧化液滴同士を衝突
、反応させることにより化合物を得ようとするものである。
反応場となる空間における各流束の混流に関しては、吸引による混流、対流による混流、
集束・拡散による混流など様々な方法が可能であり、後述する実施例の形態には限定され
ない。
【００２０】
本発明の方法で得られる化合物としては、この方法により製造しうるものであれば特に限
定されないが、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム二水和物（二水セッコウ）、水酸化カル
シウム、リン酸カルシウムなどのカルシウム化合物、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム
、炭酸バリウム、炭酸ストロンチウムなどの炭酸塩などが挙げられる。また、本発明の方
法によれば、ＣａＣＯ３・０．５Ｈ２Ｏの新規な組成をもつ非晶質炭酸カルシウムを製造
することができる。
【００２１】
得ようとする化合物を構成する陽イオンを含む原料、すなわち陽イオン源としては、得よ
うとする化合物を構成する陽イオンを含む塩化物、硝酸塩、酢酸塩などが挙げられる。
また、得ようとする化合物を構成する陰イオンを含む原料、すなわち陰イオン源としては
、得ようとする化合物を構成する陰イオンを含むナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウ
ム塩などが挙げられる。
【００２２】
例えば、炭酸カルシウムを得ようとする場合は、カルシウム源として塩化カルシウム、硝
酸カルシウム、酢酸カルシウムなどが、炭酸源として炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭
酸アンモニウムなどが挙げられる。
硫酸カルシウム二水和物を得ようとする場合は、カルシウム源として塩化カルシウム、硝
酸カルシウム、酢酸カルシウムなどが、硫酸源として硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫
酸アンモニウムなどが挙げられる。
水酸化カルシウムを得ようとする場合は、カルシウム源として塩化カルシウム、硝酸カル
シウム、酢酸カルシウムなどが、水酸化物源として水酸化ナトリウム，水酸化カリウムな
どが挙げられる。
リン酸カルシウムを得ようとする場合は、カルシウム源として塩化カルシウム、硝酸カル
シウム、酢酸カルシウムなどが、リン酸源としてリン酸ナトリウム、リン酸カリウム、リ
ン酸アンモニウムなどが挙げられる。
【００２３】
これらの原料は、通常０．１～２．５ｍｏｌ・ｄｍ－３、好ましくは０．５～２．０ｍｏ
ｌ・ｄｍ－３、特に好ましくは０．８～１．５ｍｏｌ・ｄｍ－３の水溶液として使用され
る。水溶液の濃度が低いほど霧化しやすいが、濃度が低すぎると、生成する液滴中に含ま
れる原料が少なくなるため、大量の化合物を得ることができない。また、水溶液の濃度が
高すぎると、霧化しにくい。非晶質炭酸カルシウムを製造する場合には、０．７～１．５
ｍｏｌ・ｄｍ－３程度の原料水溶液を使用するのが好ましい。この範囲であれば、反応時
間が長くなっても、反応温度が４０℃程度と高温になっても、回収したアルコール中で非
晶質炭酸カルシウムが結晶化することがなく安定に合成することができる。
【００２４】
また、原料水溶液は、高周波超音波を印加すると、超音波のエネルギーにより昇温する傾
向にある。水溶液の温度は特に限定されないが、原料水溶液の濃度が０．７ｍｏｌ・ｄｍ
-３以下の条件で非晶質炭酸カルシウムを合成する場合には、冷却して原料の水溶液を室
温以下に維持するのが好ましい。
【００２５】
陽イオン源の水溶液と陰イオン源の水溶液の濃度の比率は、得ようとする化合物の理論量
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の比率と同一であるのが好ましい。例えば炭酸カルシウムであれば、炭酸カルシウム中に
は、炭酸とカルシウムが１：１のモル比で存在するので、陽イオン源の水溶液と陰イオン
の水溶液の濃度（ｍｏｌ・ｄｍ－３）の比は１：１であるのが好ましい。
 
【００２６】
原料水溶液などに印加される高周波超音波の周波数は、原料の水溶液が霧化できれば特に
限定されないが、通常１．５～２．４ＭＨｚである。
【００２７】
反応は、陽イオン源の水溶液を霧化させてなる流束と、陰イオン源の水溶液を霧化させて
なる流束とを衝突させて反応を行うが、これらが衝突する領域すなわち反応場には、これ
らのほかに、アルコールまたはアルコール水溶液を霧化させてなる流束を供給するのが好
ましい。
陽イオン源の水溶液を霧化させてなる流束と、陰イオン源の水溶液を霧化させてなる流束
とを、これらだけで衝突させると、陽イオン源の水溶液を霧化させてなる液滴同士、陰イ
オン源の水溶液を霧化させてなる液滴同士が互いにくっついて（多重衝突）、液滴が大き
くなり、得られる化合物の粒径が大きくなりやすい。陰イオン源となる化合物はアルコー
ルに対する溶解度が低いため、アルコールまたはアルコール水溶液を霧化させてなる液滴
と衝突すると、陰イオン源となる化合物が析出し、陽イオン源となる化合物との反応がで
きなくなる。このため、アルコールまたはアルコール水溶液を霧化させてなる液滴を存在
させることにより、多重衝突による化合物の粒径の巨大化を防ぐことができる。
 
【００２８】
アルコールとしては、メタノール、エタノールなどの低級アルコールが挙げられる。また
、アルコール水溶液の濃度は特に限定されないが、薄すぎると多重衝突を防ぐ効果がなく
なるので、通常１０容積％以上、好ましくは２０～７０容積％程度である。濃すぎると霧
化により生成する液滴の粒径が小さくなりすぎて、陰イオン源となる化合物を析出するの
が難しくなるおそれがある。
アルコールまたはアルコール水溶液の供給割合は特に限定されないが、多すぎると反応が
阻害されるので、陰イオン水溶液とアルコールまたはアルコール水溶液を同じ周波数の高
周波超音波を印加する場合には、陰イオン水溶液：アルコールまたはアルコール水溶液の
容量比が、通常、１：０．５～２．０、好ましくは１：０．８～１．２程度となるように
供給すればよい。
【００２９】
　本発明の反応における反応時間は１０分～５時間程度、反応場の温度は５～５０℃程度
である。
【００３０】
霧化により生成した液滴同士を衝突させると、反応が生じて化合物が生成するが、依然と
して霧状の液滴であるので、これを反応装置内に設置したアルコールを収容した回収容器
に回収する。その後、ろ過、冷水による洗浄、乾燥を行うことにより、粉体として回収す
ることができる。回収に用いるアルコールは特に限定されないが、通常、メタノール、エ
タノールなどの低級アルコールが用いられる。
このようにして得られた化合物は、粒径が通常２０～１００ｎｍ程度、ＢＥＴ法比表面積
が通常２０～８０ｍ２／ｇ程度と微小粒である。なお、粒径はＢＥＴ法比表面積から粒子
を真球として算出したものである。
 
【実施例】
【００３１】
　以下本発明の実施例を図面を参照して説明する。
　図３に、実施例で用いる霧化合成のための簡単な装置概略を示す。なお図３（Ａ）は、
装置の平面構成を概念的に示す図、図３（Ｂ）は同斜視図あるが、図３（Ｂ）では後述す
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る容器Ｃについては図示を省略してある。
容器Ａには塩化カルシウム水溶液、容器Ｂには炭酸ナトリウム水溶液、そして容器Ｃには
２０％メタノール水溶液を収容してある。これらの容器Ａ～Ｃのすべてに投げ込み式の超
音波霧化器Ｓ（本多電子株式会社製超音波霧化ユニット、霧化量：２５０ｃｍ３・ｈ－１

、霧化液滴：３μｍ、周波数：２．４ＭＨｚ）を設置し、収容してある溶液を霧化させる
。霧化で生じさせた液滴は容器Ａ～Ｃそれぞれに設けた小窓Ａｗ～Ｃｗから排出させる。
３つの容器Ａ～Ｃから排出された、すなわち３方向から排出された霧Ｍａ、Ｍｂ、Ｍｃが
場Ｆとしての空間において衝突するように各容器Ａ～Ｃを配置する。この衝突混合で生じ
た霧Ｍｍはメタノールを溜めた４か所の試料回収容器Ｄで回収し、これをろ過洗浄および
乾燥する。ろ過洗浄および乾燥する装置については公知の装置を用いれば良いので、説明
、図示などは省略する。
【００３２】
　図４は、上述のような作用のフローチャートを示すものである。図４中のＡ～Ｄは、上
述した容器Ａ～Ｄと対応している。
【００３３】
　このようにして得たものを試料とし、Ｘ線回折、熱重量測定、示差熱分析および走査型
電子顕微鏡を用いて物性を測定した。
【００３４】
＜実施例１＞
塩化カルシウムおよび炭酸ナトリウムの水溶液濃度をいずれも１．０ｍｏｌ・ｄｍ－３と
して、図４のフローチャートに従って炭酸カルシウムの霧化合成を行った。反応時間は６
０分、雰囲気および原料水溶液は冷却しなかったので、反応終了時には反応雰囲気も原料
水溶液も４０℃程度になっていた。
得られた物質のＸ線回折図形を図５に示す。回折ピークは観察されず、非晶質状態であっ
た。これを熱分析（ＴＧ－ＤＴＡ）測定した結果、図６に示すように３３５℃付近に非晶
状態から結晶化に伴う発熱ピークが観察された。また、ＴＧ－ＤＴＡの減量から組成を求
めた結果、この非晶質炭酸カルシウムの組成はＣａＣＯ３・０．５Ｈ２Ｏであった。ＢＥ
Ｔ法比表面積の測定を行ったところ、図７に示すように４０ｍ２・ｇ－１程度であった。
走査型電子顕微鏡観察を行ったところ、粒径４０ｎｍ程度の微細粒子であることが確認さ
れた。
 
【００３５】
＜実施例２＞
塩化カルシウムおよび炭酸ナトリウムの水溶液濃度をいずれも０．８ｍｏｌ・ｄｍ－３と
した他は、実施例１と同様に炭酸カルシウムの霧化合成を行った。
得られた物質のＸ線回折図形を図５に示す。回折ピークは観察されず、非晶質状態であっ
た。また、ＢＥＴ法比表面積の測定を行ったところ、図７に示すように６０ｍ２・ｇ－１

程度であった。
【００３６】
＜実施例３、４＞
塩化カルシウムおよび炭酸ナトリウムの水溶液濃度をいずれも０．６ｍｏｌ・ｄｍ－３（
実施例３）、０．２ｍｏｌ・ｄｍ－３（実施例４）とした他は、実施例１と同様に炭酸カ
ルシウムの霧化合成を行った。得られた物質のＸ線回折図形を図５に示す。生成物はカル
サイトとバテライトであった。また、ＢＥＴ法比表面積の測定を行ったところ、図７に示
すように１０ｍ２・ｇ－１程度（実施例３）、２ｍ２・ｇ－１程度（実施例４）であった
。
【００３７】
＜実施例５、６＞
　塩化カルシウムおよび炭酸ナトリウムの水溶液濃度をいずれも実施例４と同様に、０．
２ｍｏｌ・ｄｍ－３とし、反応時間を１５分（実施例５）、３０分（実施例６）とした他
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は、実施例１と同様に炭酸カルシウムの霧化合成を行った。得られた物質のＸ線回折図形
を図８に示す。なお、図８の反応時間６０分の結果は実施例４のデータの再掲である。
　図８より、反応時間を１５分とした場合、生成物は非晶質状態であるのに対して、反応
時間が長くなるとカルサイトおよびバテライトの回折ピークが観察された。これより、非
晶質炭酸カルシウムが初期に生成した後、結晶化しているものと考えられる。いずれの濃
度においても非晶質炭酸カルシウムが生成するが、時間の経過に伴い結晶質化されている
ものと推察される。
【００３８】
＜実施例７、８＞
　塩化カルシウムおよび炭酸ナトリウムの水溶液濃度をいずれも実施例４、６と同様に０
．２ｍｏｌ・ｄｍ－３とし、反応装置を氷で冷却することにより反応場の温度を２０℃程
度に維持し、反応時間を３０分（実施例７）、６０分（実施例８）とした他は、実施例１
と同様に炭酸カルシウムの霧化合成を行った。
　得られた物質のＸ線回折図形を図９に示す。なお、図９には、比較のために、反応装置
を冷却せず室温のままで行った実施例４（反応時間６０分）と実施例６（反応時間３０分
）の結果も再掲する。なお、反応装置を冷却せず室温のまま反応を行うと、超音波照射の
エネルギーにより反応場の温度は４０℃程度になっていた。
図９より同じ反応時間でも冷却を行ったほうが、結晶性が低いことが分かる。これより非
晶質炭酸カルシウムを合成する場合には温度が低いほうが好ましいことが分かる。
　また、反応時間６０分（実施例８）で得られた物質の走査型電子顕微鏡写真を図１０に
示す。比較のため、反応時間６０分で冷却を行わなかった実施例４の結果も図１０に示す
。図１０より、冷却を行ったほうが、得られる炭酸カルシウムの粒径が細かいことが分か
る。
　
【００３９】
　さらに図３に示す霧化合成のための装置を用い、水酸化カルシウムを霧化合成する実施
例について以下説明する。先ず図３に示す装置において、容器Ａには塩化カルシウム水溶
液、容器Ｂには水酸化ナトリウム水溶液、そして容器Ｃには２０％メタノール水溶液を収
容し、これらの容器Ａ～Ｃのすべてに投げ込み式の超音波霧化器Ｓを設置し、収容してあ
る溶液を霧化させる。霧化で生じさせた液滴は容器Ａ～Ｃそれぞれに設けた小窓Ａｗ～Ｃ
ｗから排出させる。３つの容器Ａ～Ｃから排出された、すなわち３方向から排出された霧
Ｍａ、Ｍｂ、Ｍｃが場Ｆとしての空間において衝突するように各容器Ａ～Ｃを配置する。
この衝突混合で生じた霧Ｍｍはメタノールを溜めた４か所の試料回収容器Ｄで回収し、こ
れをろ過洗浄および乾燥する。ろ過洗浄および乾燥する装置については公知の装置を用い
れば良いので、説明、図示などは省略する。
【００４０】
　図１１は、上述のような作用のフローチャートを示すものである。図１１中のＡ～Ｄは
、上述した容器Ａ～Ｄと対応している。
【００４１】
　このようにして得たものを試料とし、Ｘ線回折、熱重量測定等を行った。
【００４２】
＜実施例９＞
塩化カルシウムおよび水酸化ナトリウムの水溶液濃度をいずれも０．５ｍｏｌ・ｄｍ－３

として、図１１のフローチャートに従って水酸化カルシウムの霧化合成を行った。反応時
間を６０分、４５分、３０分、１５分にそれぞれ設定し、霧化合成により生成された水酸
化カルシウムを含む生成物を得た。得られた物質のＸ線回折図形を図１２に示す。その結
果、いずれの反応時間においても目的とされる水酸化カルシウムおよびその炭酸化により
、生成されたカルサイトおよびバテライトの回折ピークが観察された。
【００４３】
＜実施例１０＞
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次に反応時間を６０分、４５分、３０分、１５分にそれぞれ設定し、霧化合成により生成
された水酸化カルシウムを含む生成物を得た。得られた物質のＢＥＴ法比表面積の測定を
行い、その結果を図１３に示す。この図から明らかなように反応時間の経過において生成
物の比表面積が順次増大し、そのピークは反応時間４５分において５０ｍ２・ｇ－１程度
であった。
【００４４】
＜実施例１１＞
次に反応時間を６０分、４５分、３０分、１５分にそれぞれ設定し、霧化合成により生成
された水酸化カルシウムを含む生成物を得た。得られた物質の中の水酸化カルシウムの割
合を熱重量分析により測定を行い、その結果を図１４に示す。この図から明らかなように
反応時間の経過において生成物中の水酸化カルシウム割合は、低下する傾向にあった。
【００４５】
＜実施例１２＞
上記図１３および図１４の結果に基づき、生成物中の水酸化カルシウムの比表面積の算出
を行い、その結果を図１５に示す。なお、この算出にあたっては、炭酸カルシウムの比表
面積５ｍ２・ｇ－１と仮定した。図１３の結果から反応時間の経過において水酸化カルシ
ウムの比表面積が順次増大し、そのピークは反応時間４５分において１２０ｍ２・ｇ－１

程度であった。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、微細なカルシウム化合物や炭酸塩の製造方法を提供するものである。具体的
には、本発明によれば、紙、ゴム、プラスチック、化粧品などの充填剤をはじめとする無
機工業材料として利用される微細な炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、なかでも新規な
非晶質炭酸カルシウムを製造することができる。
【符号の説明】
【００４７】
Ａ：塩化カルシウム水溶液用の容器
Ｂ：炭酸ナトリウム水溶液用の容器
Ｃ：メタノール水溶液用の容器
Ｄ：試料回収容器
Ｆ：場としての空間
Ａｗ～Ｃｗ：容器に設けた小窓
Ｍａ、Ｍｂ、Ｍｃ：小窓から排出された霧
Ｍｍ：衝突混合で生じた霧はメタノール
Ｓ：投げ込み式の超音波霧化器
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【図４】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図３】
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